
  　議案第２２号

（総  則）
第  １  条 令和４年度伊丹市モーターボート競走事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第  ２  条 業務の予定量は，次のとおりとする。

(1) 年 度 間 開 催 日 数 56 日
(2) １ 日 平 均 舟 券 売 上 金 額 344,000 千円
(3) １ 日 平 均 本 場 入 場 人 員 2,400 人

（収益的収入及び支出）
第  ３  条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

第  １  款 モーターボート競走事業収益 22,403,897 千円

第  １  項 22,400,482 千円

第  ２  項 3,414 千円

第  ３  項 1 千円

第  １  款 モーターボート競走事業費用 21,892,778 千円

第  １  項 21,579,471 千円

第  ２  項 303,306 千円

第  ３  項 1 千円

第  ４  項 10,000 千円

（資本的収入及び支出）
第  ４  条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,498千円は，

過年度分損益勘定留保資金4,298千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額200千円で補てんするもの
とする。）。
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第  １  款 資  本  的  収  入 1 千円

第  １  項 1 千円

第  １  款 資  本  的  支  出 4,499 千円

第  １  項 4,499 千円

（一時借入金）

第  ５  条 一時借入金の限度額は，300,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第  ６  条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(1)営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第  ７  条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の

金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。
(1) 職  員  給  与  費 164,032 千円
(2) 交　　　際　　　費 90 千円

（他会計からの補助金）
第  ８  条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，316千円である。

令和４年２月２４日提出

伊丹市長　　　藤　　原　　　保　　幸
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(3)級別職員数

区       分 級 職員数 構成比
(人) (％)

令和4年1月1日現在

令和3年1月1日現在

　・構成比数値は，四捨五入のため，端数において計とは一致しない場合がある。
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会計処理に関する注記

　Ⅰ．重要な会計方針

　　１　固定資産の減価償却方法

　　　（１）有形固定資産

　　　　　・減価償却の方法　　　　　定額法による。

　　　　　・主な耐用年数

　　　　　　　車両運搬具　　　　　　　　　６年

　　　　　　　工具器具及び備品　　　５～２０年

　　２　引当金の計上方法

　　　（１）退職給付引当金

　　　　　　　　　職員の退職手当の支給に備えるため，当事業年度末における退職手当の支給額に相当する金額を計上している。

　　　　　　　　なお，「退職手当に係る経費の負担に関する協定書」に基づき，一般会計及び他会計が負担すると見込まれる金額

　　　　　　　　41,755,000円を除き，一般会計及び他会計在職者でモーターボート競走事業会計が負担すると見込まれる額6,687,

　　　　　　　　000円を含んだ額を計上している。

　　　（２）賞与引当金

　　　　　　　　　職員の期末勤勉手当の支給に備えるため，当事業年度末における支給見込額に基づき，当事業年度の負担に属す

　　　　　　　　る額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

　　　（３）法定福利費引当金

　　　　　　　　　職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため，当事業年度末における支払見込額に基づき，当事業

　　　　　　　　年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

　　３　消費税及び地方消費税の会計処理

　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
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